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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可変データ・レート信号の上限データ・レートを判定する方法であって、
　第１に、可変データ・レート信号から構築された、実際のデータ・レートが確定されて
いないシンボルである、第１のデータ・レートの第１の部分シンボルのうちの、フレーム
中のすべての第1の部分シンボルよりも少ない第１の数の信号の信頼度特性を、前記第１
の数に対応する第１のしきい値の信頼度と比較する工程と、
　第１の比較結果、信号が第１のしきい値の信頼度を上回っている時は、第１のデータ・
レートで該可変データ・レート信号を処理する工程と、
　第２に、前記第１の数の前記第１の部分シンボルの信頼性特性を、前記第１の数に対応
する第２のしきい値の信頼度と比較する工程と、
　第２の比較結果、信号が所定の信頼度に達していない時、前記第１の部分シンボルを合
成して、前記第１のデータ・レートよりも小さい第２のデータ・レートにおける、実際の
データ・レートが確定されていないシンボルである第２の部分シンボルを提供する工程と
、
　前記第１の比較結果と前記第２の比較結果とが共にしきい値の信頼度に達していない時
は、第１の部分シンボルの第１の数を第２の数に増やして、前記第１の比較、処理、第２
の比較、および合成の工程を反復する工程と、
　を含む方法。
【請求項２】
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　前記第２の比較結果、信号が第２のしきい値の信頼度を上回っている時、
　第１に、前記可変データ・レート信号から構築された第２の数の前記第２の部分シンボ
ルの信号信頼性特性を、前記第２の数に対応する第３のしきい値の信頼度と比較して、第
３の比較結果を提供し、
　前記第３の比較結果、信号が第３のしきい値の信頼度を上回っている時、前記第２のデ
ータ・レートで前記可変データ・レート信号を処理し、
　第２に、前記第２の数の前記第２の部分シンボルの前記特性を、前記第２の数に対応す
る第４のしきい値と比較して第４の比較結果を提供し、
　前記第４の比較結果、信号が第４のしきい値の信頼度に達していない時、前記第２の部
分シンボルを合成して、前記第２のデータ・レートより小さい第３のデータ・レートにお
ける第３の部分シンボルを提供する
　ように請求項１の工程をさらに反復する請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１の特性を比較する第１の比較工程はさらに、前記第１の数の前記第１の部分シ
ンボルのエネルギーに比例する特性を比較する工程を含む請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　　前記特性を前記第２のしきい値と比較する第２の比較工程は、前記可変データ・レー
ト信号が、前記第１のデータ・レートを含まないことを所定の信頼度で確定するしきい値
と前記特性を比較する工程をさらに含む請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　可変データ・レート信号の上限データ・レートを判定するように配列および構築された
集積回路であって、
　該可変データ・レート信号から構築された、フレーム中のすべての第1の部分シンボル
よりも少ない第１の数の実際のデータ・レートが確定されていないシンボルである、第１
のデータ・レートの第１の部分シンボルを待ち行列に入れるバッファと、
　前記第１の部分シンボルの前記第１の数の特性を、前記第１の数に対応する第１のしき
い値と比較し、さらに、前記第１の部分シンボルの第１の数の信号信頼性特性を、前記第
１の数に対応する第２のしきい値の信頼度と比較して、第２の比較結果を提供する比較器
と、
　前記バッファは、前記第１の比較結果、信号が第１のしきい値の信頼度を上回っている
時、第１のデータ・レートで該可変データ・レート信号をさらに処理するためのシンボル
として該第１の部分シンボルを提供することと、
　前記第２の比較結果、信号が第２のしきい値の信頼度に達していない時、前記第１の部
分シンボルを合成して、前記第１のデータ・レートより小さい第２のデータ・レートにお
ける、実際のデータ・レートが確定されていないシンボルである第２の部分シンボルを提
供するコンバイナと、
　前記特性と前記第１のしきい値および前記第２のしきい値とを計算する、前記バッファ
および前記比較器に接続された計算器と、
　前記集積回路が前記上限データ・レートを判定するように前記計算器、前記コンバイナ
、前記バッファ、および逆拡散器を制御する、前記比較器に接続されたコントローラと、
の組合せからなり、
　前記逆拡散器および前記バッファは、前記第１の比較結果と前記第２の比較結果が共に
しきい値の信頼度に達していない時、前記第１の部分シンボルの第１の数を第２の数に増
やすように動作し、前記計算器、前記比較器、前記コンバイナは前記計算、第１の比較、
第２の比較、前記合成の動作を反復する、集積回路。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般には通信システムに関し、より詳細には、そのようなシステム内で可変
データ・レート信号のデータ・レートを判定する方法および装置に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　通信システム、特に無線通信システムは比較的複雑になり、より高いシステム能力と高
い動作周波数を有するようになっている。そうしたシステムの変種が増えており、様々な
ユーザ・グループにサービスを提供するためにそのようなシステムを適合することが増え
ている。現在、こうしたシステムの多くは、可変のデータ・レートを有する通信プロトコ
ルを用いている。例えば、ＩＳ－９５やＣＤＭＡ２０００などの符号分割多重接続（ＣＤ
ＭＡ）システムでは、可変データ・レート信号を使用して、大半の人々は相手の話を聴い
ている時には話をしないなどの所見に対応している。したがって、ユーザが相手の話を聴
いている時には送信データ・レートを下げ、それにより他のユーザに対する潜在的な干渉
を低減し、システム能力を増すことが可能である。
【０００３】
　ＧＰＲＳ、２．５Ｇおよび３Ｇシステムなど現在ここで論じられ、配置されているシス
テムは、多くの場合回路交換ではなくパケット交換型であり、大半は、可変データ・レー
トの提供を含む。こうした可変のデータ・レートは、それが必要とされ、チャネル条件が
許す場合には適度な時間で大きなデータを転送することを可能にする。通例、ＣＤＭＡシ
ステムでは、可変のデータ・レートは、異なる拡散率を用いることによって対処される。
拡散率は、基本的に、所与の情報シンボルがいくつのチャネル・シンボルあるいはチップ
に拡散されるか、と捉えることが可能である。例えば、一般に広帯域ＣＤＭＡあるいはＷ
ＣＤＭＡと称されるＣＤＭＡシステムの１つでは、チャネル・シンボルすなわちチップ・
レートは３．８４百万チップ／秒（Ｍｏｐｓ）であり、したがって、必要とされる帯域幅
およびチャネル条件に応じて、４～２５６の拡散率を使用して、９６０キロシンボル／秒
（Ｋｓｐｓ）から下は１５Ｋｓｐｓまでデータ・レートあるいはデータ・シンボル・レー
トを可能にすることが可能である。
【０００４】
　しばしば、こうした可変データ・レート信号の受信装置は、使用されているデータ・レ
ートまたは拡散率を知らず、そのため、信号が適切に復号されること等が可能になる前に
無作為のレートの判定を行わなければならない。これは、提案されるあるＷＣＤＭＡシス
テムのように、継続時間１０ミリ秒あるいは３８，４００チップと定義されたすべてのデ
ータ・フレームでこのデータ・レートを変更することが可能である場合にさらに複雑にな
る。また、こうしたシステムの多くは、より複雑なアンテナ構造を利用しており、そのた
め複数のパスを通じて信号を送信し、したがって受信することを利用している。これらす
べての最終的な結果として、多量のデータを移動および処理しなければならず、これは、
受信機が同時に数十人のユーザを受信する場合がある基地局受信機などのアップリンク受
信機で悪化する。言うまでもなく、このデータの量とその結果生じる帯域幅の問題は、チ
ップ・レートにおけるデータを情報シンボル・レートにおけるデータまで減らすことによ
って劇的に減らすことが可能である。
【０００５】
　この無作為のデータ・レートの判定には各種の技術が使用されている。ある技術は、基
本的に、ある制御チャネルのすべてのシンボルについての電力をデータ・チャネルの電力
と比較する。この技術は、単純であるが、信号が存在しないことを判定する場合以外は正
確でない。別の手法は、ＣＲＣ誤り検査符号を含むのに十分な大きさのデータ・ストリン
グを受信し、可能な各拡散率を考慮して正しいＣＲＣを探すことを試みるものである。こ
の手法は、適度に安定したチャネルを前提とすれば適度に良好に機能するが、大量のデー
タを緩衝しなければならず、また正しいＣＲＣが見つかるまで複雑な計算を繰り返し行わ
なければならない。別の手法は、可能な拡散率ごとに可能な各シンボル・ストリームに自
己相関を行い、最も高い拡散率でいくつかの数のシンボルにわたって自己相関が最も大き
くなる拡散率を選択するものである。この手法は機能すると主張されるが、この手法も、
可能な各拡散率に基づく信号の比較を行うことが可能になる前に、相当量のデータと多数
の複雑な計算を必要とする。
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【０００６】
　必要とされるのは、従来技術に見られる問題を招くことなく、可変データ・レート信号
のデータ・レートを迅速な方式で効率的に判定することが可能な方法および装置である。
　添付図面では、同様の参照符号は、異なる図を通じて同一または機能的に同様の要素を
指す。添付図面は、以下の詳細な説明とともに本明細書に組み込まれ、本明細書の一部を
なし、さらに各種実施形態を例証し、すべて本発明による各種の原理と利点を説明する役
割を果たす。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　概略的には、本開示は、受信機を利用して、通信装置、より具体的にはそのシステム内
でその通信装置を操作するユーザにサービスを提供する通信システムに関する。より詳細
には、可変データ・レート信号のデータ・レートを迅速かつ効率的に識別する、または無
作為のデータ・レートの判定を行う方法および装置として具現される、本発明の各種概念
および原理が論じられ、開示される。特に対象となる通信システムは、ユーザに高いデー
タ能力を提供するために可変データ・レート信号を使用している、あるいは今後使用する
ＱＰＳＫ、ＤＱＰＳＫ、ＯＱＰＳＫ、ＢＰＳＫ、ＱＡＭ、スペクトラム拡散あるいはその
変種および発展形態などの変調方式を使用する、ＧＳＭ、ＧＰＲＳ、ＥＤＧＥ、ＴＥＴＲ
Ａ、ｉＤＥＮ、ＣＤＭＡ、Ｗ－ＣＤＭＡ、ＣＤＭＡ２０００、ＱＡＭ、２．５Ｇまたは３
Ｇシステム等の現在展開され、開発されているシステムである。
【０００８】
　下記でさらに論じるように、各種の本発明の原理とその組合せが有利に用いられると、
実際のデータ・レートが未知である可変データ・レート信号の上限データ・レートの判定
が容易となる。この判定は、処理あるいはデータ・キューイングの設備に過度の負担をか
けることなく、迅速、正確、かつ効率的に達成されて、既知のシステムおよび技術に伴う
各種問題を緩和し、同時に、それらの原理、概念、あるいはそれらの均等物を利用すれば
、費用対効果に優れた高いパフォーマンスのデータ・レート判定を助ける。
【０００９】
　本開示は、本発明による各種実施形態を作成し、使用する最良の形態を、実施可能な方
式でさらに説明するために提供される。本開示はさらに、本発明をいかなる形でも制限す
るのではなく、本発明の原理とその利点についての理解と認識を高めるために提供される
。本発明は、本願の係属中に行われる補正を含む特許請求の範囲と、発行された請求項の
すべての均等物とによってのみ定義される。
【００１０】
　第１と第２、上部と下部等の、相互に関連する用語の使用は、そのようなエンティティ
または動作間の実際の関係や順序を必ずしも必要としたり、あるいは暗示したりすること
なく、あるエンティティまたは動作を別のエンティティまたは動作と区別するためにのみ
使用されるものとする。本発明の機能および本発明の原理の多くは、ソフトウェア・プロ
グラムまたは命令、および特定用途向けＩＣなどの集積回路（ＩＣ）とともに、あるいは
それらの中に実施されると最もよい。当業者は、ここに開示される概念と原理に導かれれ
ば、恐らくは多大な労力と、例えば利用可能な時間、現在の技術、経済的な考慮事項など
を要因とする多くの設計上の選択事項にもかかわらず、そのようなソフトウェア命令とプ
ログラムおよびＩＣを最小限の実験で容易に生成することが可能であると予想される。し
たがって、説明を簡潔にするためと、本発明による原理および概念を不明瞭にすることの
危険性を可能な限り抑えるために、そのようなソフトウェアおよびＩＣについての以降の
説明は、好ましい実施形態の原理および概念に関する基本事項に限る。
【００１１】
　図１を参照すると、本発明の原理および概念によって変更を加えた受信機の簡略機能ブ
ロック図が示され、以下この図を説明する。図１は、さらに下記で述べるように本発明の
原理および概念に従って変更された公知のＣＤＭＡ受信機の機能ブロック図を示す。処理
すべき多大なデータ量と、正しいデータ・レートが一旦判定されると可能になるその多大
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なデータ量の大幅な低減を考えると、ＣＤＭＡ、特にＷＣＤＭＡやＵＭＴＳの受信機にと
って、本発明の原理および概念は特に有利である可能性があるが、これらの原理は、無作
為のデータ・レート判定を行わなければならない他の受信機にも有用である。以下の説明
は、受信機の好ましいＣＤＭＡ実施形態に限定する。
【００１２】
　図１の受信機１００は、可変のデータ・レート信号の上限データ・レートを判定するよ
うに配列および構築されている。概略的に述べると、受信機は、基本的に公知であり、図
のように接続されたフロント・エンド１０３を含む。フロント・エンド１０３は、無線周
波信号を吸収する１つまたは複数の要素を有するアンテナ・システム、無線周波信号を混
合あるいは変換してベース・バンド信号とするダウン・コンバータ、その信号をデジタル
信号に変換するＡ／Ｄ変換器、デジタル信号をフィルタリングして、チャネルで誘発され
た雑音を可能な限り多く拒絶し、ベース・バンド信号に適正な電力スペクトル密度を提供
するベース・バンド・フィルタ、Ａ／Ｄ変換器からのサンプリング・レートを下げ、受信
機制御部１０５からのフィードバック信号に従ってサンプルを時間的に整合または補間し
て、未知のデータ・レートのベース・バンド信号を提供するダウンサンプラおよび補間器
を含む。受信機制御部１０５は、公知であり、ベース・バンド信号を、所定のＣＤＭＡ制
御チャネルに対応し、スクランブル・コード生成器１０７によって提供されるＰＮシーケ
ンスと相関付けて、上記のフィードバック信号を提供する制御チャネルシンボル・プロセ
ッサに制御チャネル・シンボルを提供する、図のように相互に接続された制御チャネル逆
拡散器、を含む。
【００１３】
　ベース・バンド信号は、入力１１１でデータ・レート・プロセッサ１０９にも印加され
る。要約すると、このプロセッサは、最も高いデータ・レートにおける少数の部分シンボ
ルを構築し、その少数から特性と各種の閾値を計算し、その特性と閾値の比較に基づいて
最も高いレートレートを確認または排除し、後者の場合は、部分シンボルを次に長いシン
ボルと合成し、あるデータ・レートが確認されるまで順に小さくなっていくデータ・レー
トについてこの方法を繰り返す。これらの説明の以下の部分は、詳細事項と、その基礎と
なる本発明の原理および概念を扱う。入力１１１のベース・バンド信号は、データ・チャ
ネル逆拡散器１１５で逆拡散されるか、または入力１１３でスクランブリング・コード生
成器１０７から提供されるＰＮシーケンスと相関付けられる。入力１１３のこのＰＮシー
ケンスは、既知のユーザからの信号に対応し、結果は、そのチップ・レートにおける逆拡
散または関係付けられたシンボル・シーケンスである。
【００１４】
　次いで図２を参照して、以降の本発明の説明で一般的な用語を利用できることを保証す
るために、このチップ・レート信号の説明を提供する。ＷＣＤＭＡベース・バンド信号は
、符号２０１で示された、長さが各１０ミリ秒の３８，４００チップを含む、慣例的に１
００フレーム／秒に編成された３．８４百万チップ／秒（Ｍｃｐｓ）の信号である。上記
で指摘したように、これが可変データ・レート信号である場合、データ・シンボル・レー
トは、拡散率、すなわち所与のデータ・シンボルがいくつのチップに拡散されるかに応じ
て、９６０キロシンボル／秒（Ｋｓｐｓ）～１５Ｋｓｐｓまで異なることが可能である。
符号２０３に示すように、各フレームはさらに１５のスロットあるいは電力制御グループ
（ＰＣＧ）に分割され、各スロットは２５６０チップを含む。ここでの目的のために、こ
れらのスロットはさらに１０ブロックに分解され、符号２０５に示すように、各ブロック
は２５６チップを含む。拡散率４の場合、各ブロックは、符号２０７に示すように９６０
Ｋｓｐｓのデータ・レートに対応する６４個のデータ・シンボルに相当する。符号２０９
で、拡散率が８の場合、４８０Ｋｓｐｓのデータ・レートに対応する３２個のデータ・シ
ンボルが各ブロックにあることを意味し、最高で、符号２１１に示すように、拡散率２５
６の場合、１５Ｋｓｐｓのデータ・レートに対応する１つのデータ・シンボルがある。
【００１５】
　図１に戻り、データ・チャネル逆拡散器１１５は、実際には、通例、可能な最低または
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最小の拡散率（ＷＣＤＭＡでは４）に従って、またはフィードバック信号に指示されるよ
うに、逆拡散されたシンボルを合成するシンボル・コンバイナを含む。簡潔な概要として
、相関器の出力は、そのチップ・レート（ＷＣＤＭＡでは３．８４Ｍｃｐｓ）におけるＩ
およびＱ成分を含むシンボルであり、それらのシンボルが合成されるか、またはシンボル
・コンバイナによって合成された４つの隣接するシンボルとともに代数的に加算され、拡
散率４で逆拡散され、合成されたそれらの部分シンボルが部分シンボル・バッファ１１７
に結合される。可変データ・レート信号に関連付けられた実際のデータ・レートと拡散率
がまだ判定されていないため、これらのシンボルを部分シンボルと呼ぶ。いずれの場合も
、バッファは、可変データ・レート信号から構築された第１の数の第１の部分シンボルを
待ち行列に入れるか、または格納する。データ・レート・プロセッサ１０９の出力１１９
は、データ・チャネル・シンボル・プロセッサ１３１に送られることに留意されたい。通
例、このシンボル・プロセッサ１３１は、ＤＳＰとして実施され、可能な最大のデータ・
レートで各ベース・バンド信号を処理する。多数のユーザが存在する可能性がある場合に
受信機がアップリンク信号を受信する時、ＤＳＰへの入力データ・レートは処理が追いつ
かないほど高くなりうる。したがって、データ・レート・プロセッサとその方法のタスク
または求められる結果の１つは、データ・レートを大幅に下げることである。あるユーザ
に予想されるデータ・レートは最も高いデータ・レートに比べてはるかに低いという事実
に鑑みると、このデータ・レートの低減は、ここに論じられ、開示される本発明の原理お
よび概念に基づき可能になる。
【００１６】
　バッファの出力は、入力１２２の制御チャネル・シンボル・レート・プロセッサからの
雑音およびシンボル電力の情報とともに、計算器１２１にも結合され、図２の１ブロック
のシンボル数など、第１の数の第１の部分シンボルにそれぞれが対応するシンボルの特性
と第１および第２の閾値が計算され、それらが比較器１２３に結合される。比較器は、ま
ず第１の数の第１の部分シンボルの特性を第１の閾値と比較して第１の比較結果を提供す
るものであり、比較器はさらに、第１の数の第１の部分シンボルの特性と第２の閾値との
第２の比較を行って第２の比較結果を提供する。第１の比較結果が好適であり、好ましく
は第１のデータ・レートが存在することを示すと、バッファは、第１のデータ・レートで
可変のデータ・レート信号をさらに処理するためのシンボルとして第１の部分シンボルを
プロセッサ１３１に提供し、第２の比較結果が好適であり、すなわち第１のデータ・レー
トを候補として排除する場合、コンバイナあるいは部分シンボル・コンバイナ１２９は、
第１の部分シンボルを合成して、第１のデータ・レートより低い第２のデータ・レートに
おける第２の部分シンボルを提供する。図２に示すようなＣＤＭＡ信号には常に当てはま
るとは限らないが、拡散率４から得られるＩおよびＱ成分を含む隣接シンボルが代数的に
合成されるか、加算されて、拡散率８、およびさらなる合成工程についてのそれ以降の拡
散率によるシンボルのＩおよびＱ成分を提供するので、この合成の工程はかなり単純であ
る。比較器１２１は、受信機が上限データ・レートを判定するように計算器と、コンバイ
ナと、バッファと、逆拡散器とを制御するコントローラ１２５に結合されることに留意さ
れたい。また、第１および第２の比較は確定的でない、すなわちどちらも好適な結果でな
い場合があることにも留意されたく、その場合は、逆拡散器およびバッファが、別の部分
シンボルのブロックを含めるなどにより第１の数を第２の数の第１の部分シンボルに増加
させるように動作し、計算器、比較器、およびコンバイナは、計算、第１の比較、第２の
比較、提供、および合成の動作を、好ましくはコントローラ１２５の制御下で反復する。
さらに、出力１１９がバッファ１１７から来る図の工程あるいはフローにかかわらず、デ
ータ・レートが判定されると、逆拡散器１１５の出力を直接データ・シンボル・レート・
プロセッサ１３１に結合することがより適当である場合がある。コントローラ１２５は、
制御信号１２７を介してこの手順を制御する。また、データ・レートは、ＷＣＤＭＡ信号
のフレームごと、すなわち１０ミリ秒に１回判定する必要があることも思い出されたい。
【００１７】
　本発明による１つの態様または実施形態は、インストールされ、プログラム可能な集積
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回路上で動作するか、あるいは集積回路によって実行されると、集積回路に、可変データ
・レート信号の上限データ・レートの判定を容易にさせるソフトウェア・プログラムであ
る。要約すると、上記の機能と下記で述べるより詳細な機能の多くあるいはすべては、ソ
フトウェア・プログラムを実行するターゲット・マシンに従って設計され、書かれたソフ
トウェア命令を実行するターゲット・マシンまたはプロセッサによって有利に行うことが
可能である。このソフトウェア・プログラムの設計と草案の詳細は、本明細書の説明およ
び開示を考慮すると十分に当業者の能力内にあろう。例えば、このソフトウェア・プログ
ラムは、実行されると、初めに、可変のデータ・レート信号から構築された第１の数の第
１の部分シンボルの特性を第１の閾値と比較して第１の比較結果を提供することを含む方
法を行うか、またはターゲット・マシンまたはプロセッサに行わせる命令を含み、ここで
第１の閾値は第１の数に対応する。次いで、第１の比較結果が好適であり、それにより第
１の部分シンボルに対応するデータ・レートおよびシンボルを有する信号の存在が確定さ
れると、第１のデータ・レートにおける可変データ・レート信号の処理が開始あるいは実
行される。
【００１８】
　第１の比較結果が好適でない場合は、第２に、第１の数の第１の部分シンボルの特性を
第２の閾値と比較して第２の比較結果を提供する工程が行われ、ここで第２の閾値も第１
の数に対応する。第２の比較結果が好適であり、それにより第１のデータ・レートの存在
が排除される場合、この工程は、第１の部分シンボルを合成して、第１のデータ・レート
より低い第２のデータ・レートにおける第２の部分シンボルを提供する。どちらの比較結
果も好適でない場合、プログラムは、特性および閾値を計算するために使用される部分シ
ンボルの数を第２の数の部分シンボルに増す命令を含み、可変データ・レート信号のデー
タ・レートが判定されるまで、第１の比較、処理、第２の比較、および合成の工程が繰り
返される。
【００１９】
　データ・レート・プロセッサは、集積回路の形態に有利に実施することが可能である。
これは、１つまたは複数の集積回路とすることが可能であり、当業者は、ここに開示され
る原理および概念から、多くの設計上の選択を行うことができる。好ましい１つの形態は
、特定用途向け集積回路またはフィールド・プログラマブル・ロジック・アレイなどのカ
スタムまたは半カスタムの集積回路として実施された、逆拡散器１１５とそれに含まれる
シンボル・コンバイナを、部分シンボル・バッファ１１７とともに有し、データ・レート
・プロセッサ１０９機能の残りは、ＤＳＰや他の小型プロセッサなどのプログラム可能な
集積回路に実施される。１つの形態では、これらの機能は、データ・チャネル・シンボル
・レート・プロセッサ１３１の作業も処理するＤＳＰによって実施される。
【００２０】
　次いで、データ・レート・プロセッサの集積回路態様を検討する。この説明の一部は、
多少上記の説明の繰り返しになる。集積回路は、ＷＣＤＭＡやＵＭＴＳなどのＣＤＭＡ信
号に見られる可能性のある可変データ・レート信号の上限データ・レートを判定するよう
に配列および構築される。集積回路は、可変データ・レート信号から構築された、可変デ
ータ・レート信号の可能な最も高いデータ・レートであることが好ましい第１のデータ・
レートに対応する第１の数の第１の部分シンボルを待ち行列に入れるバッファ１１７と、
初めに第１の数の第１の部分シンボルの特性を第１の閾値と比較して第１の比較結果を提
供する比較器１２３であって、第１の閾値は第１の数に対応し、さらに第１の数の第１の
部分シンボルの特性と第２の閾値と第の比較をして第２の比較結果を提供し、第２の閾値
は第１の数に対応する比較器と、第１の比較結果が好適である時、バッファは、第１のデ
ータ・レートで可変データ・レート信号をさらに処理するためのシンボルとして第１の部
分シンボルを提供することと、第２の比較結果が好適である時には、第１の部分シンボル
を合成して、第１のデータ・レートより低い、好ましくは第１のデータ・レート半分の第
２のデータ・レートにおける第２の部分シンボルを提供するように適合されたコンバイナ
１２９とを備えている。
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【００２１】
　好ましくは、集積回路はさらに、特性と第１の閾値および第２の閾値を計算する、バッ
ファおよび比較器に結合された計算器１２１あるいはプロセッサと、計算器、コンバイナ
、バッファ、および上限データ・レートを判定するように集積回路とともに含まれること
が好ましい逆拡散器を制御するために、比較器に結合されたコントローラ１２５とを含む
。好ましくは、第１の比較および第２の比較結果が好適でないときに、逆拡散器１１５お
よびバッファ１１７は、符号１２７のフィードバック信号を介したコントローラ１２５の
制御に従って、第１の数を第２の数の第１の部分シンボルに増加させるように動作し、計
算器、比較器、コンバイナは、可変データ・レート信号のデータ・レートが判定されるま
で、第１の比較および第２の比較、提供、および合成の動作を１回または複数回反復する
。第２の比較結果が好適である場合、集積回路は、コントローラの制御下でこれらの動作
を繰り返す。
【００２２】
　詳細には、計算器は、可変データ・レート信号から構築された第２の数の第２の部分シ
ンボルの特性と、それぞれが第２の数に対応する第３および第４の閾値とを計算し、比較
器は、その特性を第３の閾値と比較して第３の比較結果を提供し、さらに第２の数の第２
の部分シンボルの特性を第４の閾値と比較して第４の比較結果を提供し、バッファまたは
逆拡散器は、第３の比較結果が好適であると、第２のデータ・レートで可変データ・レー
ト信号をさらに処理するためのシンボルとして第２の部分シンボルを直接提供し、コンバ
イナは、第４の比較結果が好適であると、第２の部分シンボルを合成して、第２のデータ
・レートより低い第３のデータ・レートにおける第３の部分シンボルを提供する。
【００２３】
　集積回路、具体的には比較器は、隣接する対の間の差などの二乗線形合成のエネルギー
またはその合計に比例する特性または統計量、第１の数の第１の部分シンボル、またはチ
ャネル条件の推定値に対応する特性または統計量を、個々の第１および第２の閾値と比較
することが好ましい。これら３つの代替の特性または統計量とそれに対応する閾値それぞ
れについては、下記でさらに述べ、詳しく説明する。集積回路、具体的には比較器は、特
性を第１の閾値と比較し、この閾値は、その比較結果が好適であるときには可変データ・
レート信号が第１のデータ・レートを含むことを所定の信頼度まで確証する。この第１の
閾値は、可変データ・レート信号が第１のデータ・レートを含まないときの第１の部分シ
ンボルの第１の数の予想平均値と所定数の標準偏差との合計に対応することが好ましく、
したがって、特性がこの閾値を超えるとき、第１の比較結果は好適であり、ガウス分布を
前提として９９．９９％の信頼度で３．７の標準偏差など、所定数の分散に対応する信頼
度で、第１のデータ・レートが存在することを示唆する。
【００２４】
　集積回路あるいは比較器は、可変データ・レート信号が第１のデータ・レートを含まな
いことを所定の信頼度まで確証するか、または第１のデータ・レートをその信頼度まで排
除する第２の閾値と、特性または統計量を比較する。第２の閾値は、可変データ・レート
信号が第１のデータ・レートを含む時の第１の部分シンボルの第１の数の予想平均値から
所定数の標準偏差を引いた数に対応することが好ましく、特性がこの閾値より小さい時、
第２の比較結果は好適となり、ガウス分布を前提として９９．９９％の信頼度で３．７の
標準偏差など所定数の分散に対応する信頼度で、第１のデータ・レートが存在しないこと
を示唆する。
【００２５】
　次いで、１つまたは複数の特性または統計量と個々の閾値を決定するための基礎となる
概念についていくらか説明する。この説明の大半ではＣＤＭＡ信号を検討するが、この基
礎となる概念は他の形態の信号にも同様である。信号、具体的には例えば基地局あるいは
加入者装置内の受信機で受信される、各ユーザのマルチパスを伴うＷＣＤＭＡ信号は、複
素数の「チップ」Ｃ１、Ｃ２．．．の連続と表すことが可能であり、各Ｃｎは、実数部と
虚数部を含む複素数である。個々のユーザの各マルチパスについてこれらのチップを復調
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するには、まず、チップを「逆拡散」してシンボルにすることが必要となり（これが逆拡
散器１１５の出力の表現である）、
【００２６】
【数１】

Ｌｋは、生成器１０７から提供される「スクランブル・コード」のチップを表す。知られ
ているように、ＣＤＭＡシステムの各ユーザの各マルチパスは、関連付けられた独自のス
クランブル・コードを有し、したがって各マルチパスはそれ自体の関連付けられたシンボ
ル・ストリームを有する。数ＳＦは「拡散率」（spreading factor）として知られ、現在
提案されるように２の累乗であり、すなわちＳＦ≡２Ｓ、ｓ＝２，３，．．．，８である
。
【００２７】
　ここでこれらのシンボル・ストリームの１つに着目したい。受信され、合成された、２
ｓチップまで逆拡散されたシンボルは、
【００２８】
【数２】

となり、ζｋは、チップ
【００２９】
【数３】

に対応する、送信されたソース・ビット（＋１または－１）であり、
　Ｓｋは、複素数のチャネル（伝播条件から判断される）であり、
　ｎｋは、複素数の雑音（他のユーザからの干渉を含む）である。
【００３０】
　雑音ｎｋが、合計の分散がσ２である、独立した複素数のガウス分布変数である（実数
部と虚数部がともにσ２／２の分散を有する）と仮定する。さらに、適正なリンクの余裕
を維持することに基づき、そのユーザの目標信号対雑音比（ＳＮＲ）が、Ｐ≡１００．１

Ｄである公称シンボル電力Ｐに対応するＤ　ｄＢであると仮定する。以下では、信号がＳ
ＦではなくＳＦ／２に逆拡散される場合は、公称電力がＰ／２になるという事実を用いる
。
【００３１】
　以下で、ここでエネルギー検出（ＥＤ）特性または統計量と称する、エネルギーに基づ
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く特性についての統計量と閾値の使用と開発を検討する。初めに、エネルギー検出統計量
の使用について検討する。
【００３２】
【数４】

統計量Ｘは、Ｋ個の個別の独立分布したランダム変数（ｉｉｒ　ｒ．ｖ．’ｓ）の和であ
るため、ガウスとして近似することが可能であり、Ｋは、上記の部分シンボルの数であり
、大数である。Ｘの平均値と分散は、次のように計算することが可能である。受信シンボ
ルＺについて（下付き文字ｋは省略する）、
【００３３】
【数５】

となる。
　この結果、｜Ｚ｜２の予想値は、Ｅ［｜Ｚ｜２］＝｜Ｓ｜２＋σ２により得られること
になる。次いで、複素数のガウス確率変数ｎの特性から次を計算することが可能である。
【００３４】

【数６】

したがって、
【００３５】

【数７】

となる。したがって、ＳＮＲがＤ　ｄＢに等しい信号が存在する場合、Ｘは、平均値がＫ
・σ２・（Ｐ＋１）に等しく、分散がＫ・２σ４・（２Ｐ＋１）に等しい、ガウス（ｉｉ
ｄ．ｒ．ｖ．’ｓの和）になり、Ｐ≡１００．１Ｄである。
【００３６】
　信頼度１－α（αは例えば１０－４などの小さい数）で信号が存在する可能性を除外し
たい場合は、その信号が存在する場合の予想平均値から、その信号が存在する場合の標準
偏差の数を引いた値に等しい閾値を設定し、この数は、要求される信頼度に対応する。
【００３７】
【数８】

Ｎαは、（片側の）１－αの信頼度に関連付けられた標準偏差の数である。統計量がこの
閾値未満になる場合は、信頼度１－αで信号が存在する可能性を却下する。
【００３８】
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　ここまで、信号の存在を除外することについて述べた。代わりに、拡散率２Ｓで信号が
存在することを確認したいとする。これは、選択肢を除外することと等しい。この場合、
最悪の選択肢は、次に大きい拡散率（２Ｓ＋１）における信号の存在である。次に大きい
拡散率における最悪の（可能な最大の）ＳＮＲをＤ’ｄＢと仮定し、これは、Ｐ’≡１０
０．１Ｄ’であるＰ’・２σ２の公称電力に対応する。（拡散率が２Ｓ＝２５６の場合は
Ｐ’＝０になることに留意されたい。）拡散率２Ｓにおける対応電力は、Ｐ’・σ２／２
になる。ＳＦ＝２Ｓで信号が存在しない可能性を信頼度１－α（αは例えば１０－４など
の小さい数）で除外したい場合は、次の閾値を設定し
【００３９】
【数９】

Ｎαは、（片側の）信頼度１－αに関連付けられた標準偏差の数である。統計量がこの閾
値を超える場合は、信頼度１－αで拡散率が２Ｓより大きい（または信号が存在しない）
可能性を却下する。
【００４０】
　ここで、具体例を挙げる。ＳＦ＝２５６、信号電力＝３ｄＢ（Ｐ＝２に対応する）、Ｋ
＝１５０（ＳＦ＝２５６における１フレーム分のシンボルに対応する）、Ｎα＝３．７（
１ｅ－４に対応する）、σ２＝１の場合は、（Ｐ’＝０を使用して）次のようになる。
【００４１】
　信号が存在しない上限：１５０＋３．７・ｓｑｒｔ（１５０）＝１９５．３
　ＳＦ２５６の信号が存在する下限：４５０－３．７・ｓｑｒｔ（７５０）＝３４９
　１９５．３＜３４９なので、少なくとも０．９９９９の信頼度で、ある１つのフレーム
中にＳＦ２５６の信号が存在する／存在しないことを判定することが常に保証されること
が可能である。
【００４２】
　次いで、このアルゴリズムが、０．９９９９の信頼度で３ｄＢにおけるＳＦ１２８を除
外することが可能であるかどうかを見てみたい。ＳＦ１２８でテストすると、Ｋ＝３００
、Ｎα＝３．７、σ２＝１となり、２つの閾値は、
　ＳＦ２５６の信号が存在する上限：６００＋３．７・ｓｑｒｔ（３００・３）＝７１１
　ＳＦ１２８の信号が存在する下限：９００－３．７・ｓｑｒｔ（３００・５）＝７５７
になる。
【００４３】
　７１１＜７５７なので、信頼度０．９９９９でＳＦ１２８を除外することが可能である
。この場合は、実際の拡散率は０．９９９９の信頼度で見つけることが可能である。
　１つのパスの代わりにＭ個のマルチパスがあるとし、決定統計量または特性として
【００４４】
【数１０】

とし、Ｚｍｋは、ｍ番目のマルチパスでｋ番目に受信されたシンボルである。この統計量
を得るためにシンボルの最大比合成（ＭＲＣ）合成を行う必要はない（したがってチャネ
ル推定は必要でない）ことに留意されたい。すべてのマルチパスからのＥＤ統計量を加算
して、検出信号、すなわち決定統計量Ｘ’を得ることのみが必要となる。予想値と分散が
加算されるので、信号が存在する場合（閾値がＸ’を超える場合）を除外する
【００４５】
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【数１１】

と、信号が存在しない場合（Ｘ’が閾値を超える場合）を除外する
【００４６】

【数１２】

が閾値として得られる。
　すべてのσｍ

２が等しいと仮定し、
【００４７】

【数１３】

という事実を使用すると、信号が存在する場合を除外する閾値
【００４８】

【数１４】

と、信号が存在しない場合を除外する
【００４９】

【数１５】

が得られ、ここで、σ２≡１つのパス当たりの雑音分散、Ｋ≡推定で用いられるシンボル
数、Ｍ≡合成されるマルチパスの数、Ｎα≡片側の１－αの信頼度に関連付けられた標準
偏差の数、Ｐ≡ＭＲＣシンボルの公称ＳＮＲ、である。
【００５０】
　Ｐ’≡次に高い拡散率におけるＭＲＣシンボルの最悪ＳＮＲ（ＳＦ＜２５６の場合はＰ
’＝Ｐ、ＳＦ＝２５６の場合はＰ’＝０）。
　ＳＦの２Ｓと２Ｓ＋１のいずれかと、それに対応するデータ・レートを判定する別の方
法は、次の判定統計量を使用することにより、
【００５１】

【数１６】

これは、部分シンボルの二乗線形合成である。実際のＳＦが２Ｓに等しい場合は、Ｙの平
均値がμ１であり、分散がσ１

２であることが示されることが可能であり、ここで
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【００５２】
【数１７】

かつ
【００５３】

【数１８】

であり、
　上記の偏差中のｎ’およびｎ”は、平均値０および分散σ２の標準的な複素数ガウス変
数を表す。
【００５４】
　一方、ＳＦ≧２Ｓ＋１の場合は、Ｙの平均値がμ１’、分散がσ１’

２であることにな
り、
【００５５】
【数１９】

【００５６】
【数２０】

である。
　Ｍ個のマルチパスの場合は、Ｍ個のマルチパスにわたってＹを合計することにより、
【００５７】
【数２１】

【００５８】
【数２２】

となり、σ２≡１つのパス当たりの雑音の分散；Ｋ≡推定で用いられるシンボルの数；Ｍ
≡合成されるマルチパスの数；Ｎα≡片側の１－αの信頼度に関連付けられた標準偏差の
数；Ｐ≡ＭＲＣ（最大比合成された）シンボルの公称ＳＮＲ、である。したがって、
　信号がない（またはより高い拡散率がない）場合を除外する閾値μ１’＋Ｎα・σ１’
と、信号が存在する場合を除外する閾値μ１’－Ｎα・σ１’
が得られる。
【００５９】
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　上記で導き出され、論じた特性では、決定閾値を設定するために雑音電力σ２および信
号電力Ｐ・σ２が必要である。したがって、システムは、雑音電力と信号電力の推定値を
閾値コントロールまたは計算器に供給しなければならない。好都合なことに、ＣＤＭＡ受
信機では、信号電力と雑音電力の推定値は、電力制御のためにすでに必要とされている。
したがって、閾値を設定する際にそれらの推定値を使用することが可能である。例えば信
号のフェーディングに対処または補償するために信号電力に加算される偏り、または信号
電力から減算される偏りなど、信号推定の際の不確定性を補償するために、閾値にいくら
かの余裕が必要とされる場合がある。この余裕の大きさは、経験的に決定してよい。さら
に、上記で挙げた閾値中のＰおよびＰ’に用いられる電力の推定値は同じである必要はな
いことに留意されたい。例えば、Ｐをわずかに低く偏らせ、Ｐ’をわずかに高く偏らせる
ことにより、電力の推定値が不正確である結果生じる誤った判定を防ぐ追加的な防御を得
ることが可能である。
【００６０】
　上記の特性または統計量は、信号パラメータの推定を必要としない。しかし、信号パラ
メータの推定値を利用し得る場合は、他の統計量を用いられる可能性があり、これは、よ
り優れたパフォーマンス（すなわちより短い時間内での正確なＳＦとそれに対応するデー
タ・レートの判定）をもたらす見込みがある。ＣＤＭＡ受信機で推定される信号パラメー
タの１つは、チャネルＳｋである。信号を復調するために、各時間ｋと各マルチパスｍの
チャネル推定Ｓ＾ｍｋが必要である。チャネル推定を使用できる場合は、次の代替の統計
量を拡散率の判定に使用することが可能である。
【００６１】

【数２３】

これは、ＥＤ統計量の変更であり、
【００６２】

【数２４】

は、ＳＳＤ統計量の変更である。
　変更を加えたＥＤ統計量についての完全なチャネル推定の場合は、（信号が存在する場
合は）次を計算することが可能であり、
【００６３】

【数２５】

ｎｋ’（ｎｋ”）は、分散がσ２の、独立した複素数（実数の）ガウス確率変数である。
したがって、（信号が存在する場合の）Ｘ”は、次の平均値と分散を有することになり、
【００６４】
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【数２６】

ここで
【００６５】

【数２７】

となる。
　現在のＳＦにおける信号がない時には、最悪の事例で、次のように計算することが可能
であり
【００６６】
【数２８】

　対応する平均値が
【００６７】

【数２９】

、分散が
【００６８】

【数３０】

になる。したがって、統計的なＸ”の閾値は、
　信号が存在する場合を除去するμ２－Ｎα・σ２、および
　信号が存在しない（またはより高い拡散率が存在しない）場合を除外するμ２’＋Ｎα

・σ２’
となる。
【００６９】
　変更を加えたＳＳＤについての完全なチャネル推定の場合は、信号が存在する場合、次
のように計算することが可能であり
【００７０】
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【数３１】

ｎｋ’（ｎｋ”）は、分散σ２の、独立した複素数の（実数の）ガウス確率変数であり、
【００７１】
【数３２】

となる。したがって、Ｙ”の平均値はμ３、分散はσ３
２であることになり、

【００７２】
【数３３】

である。
　信号が存在しない場合は、
【００７３】
【数３４】

となり、平均値が
【００７４】

【数３５】

、分散が
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【数３６】

になる。したがって、閾値は、
　信号が存在する場合を除外するμ３－Ｎα・σ３、および
　信号が存在しない（またはより高い拡散率が存在しない）場合を除外するμ３’＋Ｎα

・σ３’
となる。
【００７６】
　チャネル推定に基づく統計量を使用する際の潜在的な欠点の１つは、多くのＣＤＭＡシ
ステムでは、チャネル推定の計算に相当の時間遅延（１または２スロット）が伴う。この
遅延は、それに対応する遅延を統計量の計算を招き、すなわち拡散率の判定も同様に遅れ
る。この理由から、上記で概説した他の２つの手法の１つを使用することが有利である可
能性がある。
【００７７】
　図３を参照して、可変のデータ・レートを用いるＣＤＭＡ信号などの可変データ・レー
ト信号の上限データ・レートを判定する方法３００を説明する。この方法は、上記で検討
した集積回路および受信機、または同様の装置中で実施されることが好ましく、特定の方
法は、集積回路の一部であるプロセッサで実行されるソフトウェアを介して行うことが可
能である。この方法は、上記で論じたエネルギー検出特性または統計量および閾値の応用
である。詳細には、この方法では、次の特性またはエネルギー検出統計量を比較し
【００７８】
【数３７】

Ｓ（ｓ）（ｍ，ｎ，ｐ）は、ｍ番目のマルチパスのｎ番目のブロックのｐ番目のシンボル
を表し、以下の閾値についてはＳＦ＝２Ｓである。
【００７９】
　１．
【００８０】

【数３８】

ここで、統計量または特性がこの閾値を超える場合は、信号がない場合を除外し、これを
下記で第１の閾値と称する。
【００８１】
　２．
【００８２】
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【数３９】

ここで、統計量または閾値がこの閾値未満である場合は、信号が存在する場合を除外し、
これを以下では第２の閾値と称し、Ｋは、特定のテスト、または上記で説明した他の変数
との比較で使用される部分シンボルの数である。また、制御チャネル・シンボル・レート
・プロセッサから、信号電力Ｐおよび雑音電力σ２がパラメータとして供給されることに
留意されたい。
【００８３】
　方法は３０１で開始し、ＷＣＤＭＡでは現在４と提案される最低の拡散率と、最高のデ
ータ・レートとに対応することが好ましいシンボル、具体的には部分シンボルを供給する
。供給されるシンボルの数は、図２に示す１ブロック分と等しい２５６チップまたは６４
チップであることが好ましいが、５１２チップなど他の数でも機能する。これらのシンボ
ルは３０３で方法に供給され、それら部分シンボルの特性または統計量、具体的には上述
のエネルギー検出統計量をテストして、拡散率４、あるいはより高い＞４の拡散率でチッ
プから形成されるシンボルと整合するかどうかを判定する。これら２つのテストまたは比
較のどちらを先に行うか、またはそれらを両方とも行うかは、常に主として設計上の選択
事項である。１実施形態では、第２の比較が初めに行われ、その結果が好適であれば第１
の比較は行わない。この手法では、シンボルを迅速に合成し、それにより可能な限り迅速
にデータ・レートを下げることが可能である。下記の説明では、第１の比較について述べ
た後第２の比較について言及するが、この２つの比較の順序は意図されない。
【００８４】
　一般に、この方法は、可変データ・レート信号から構築された第１の数の第１の部分シ
ンボルの、エネルギーに比例するエネルギー特性などの特性を第１の閾値と比較して、第
１の比較結果を提供し、第１の閾値は第１の数に対応する。第１の比較結果が好適である
、すなわち特性が第１の閾値を上回ると、可変データ・レート信号が第１のデータ・レー
トを所定の信頼度まで含むことが確定される。したがって、可変データ・レート信号は、
３０７に示されるようにここでは４であるテスト対象の拡散率に対応する第１のデータ・
レートにおける信号であり、そのデータ・レートと拡散率における可変データ・レート信
号の処理を進めることが可能になる。第１の比較結果が好適でないか、あるいは任意で第
１の結果に関係なく、第１の数の第１の部分シンボルもテストして、拡散率がテスト対象
の拡散率より大きいかどうか、すなわちここではＳＦ＞４であるかどうかを判定する。一
般に、この方法３０３では、第１の数の第１の部分シンボルの特性を第２の閾値とも比較
して第２の比較結果を提供し、第２の閾値も第１の数に対応する。第２の比較結果が好適
である、すなわちここでは上記の統計量または特性が第２の閾値未満であり、可変データ
・レート信号が第１のデータ・レートを所定の信頼度まで含まない、したがって拡散率が
テスト対象の拡散率すなわち４より大きいことが確認された場合、方法は工程３０９に進
み、好ましくは前記第１のレートレートより低い第２のデータ・レートにおいて８の拡散
率、好ましくは第１のデータ・レートの半分で倍の拡散率で、第１の部分シンボルを合成
して第２の部分シンボルを提供することが行われる。
【００８５】
　第１の比較と第２の比較結果がともに好適でない場合があり、これは、非確定的と表さ
れる状態であり、その場合方法は工程３０５に進み、工程３０３で現在の拡散率における
別の１ブロック分のシンボルで考慮し、それにより第１の数を第２の数の第１の部分シン
ボルに増し、次いで工程３０３が反復され、具体的には、好適な比較結果が得られるまで
、第１の比較、処理、第２の比較、および合成の工程が繰り返される。第２の比較結果が
好適であり、工程３０９の合成手順の後、方法は工程３１３に進み、工程３１３では、第
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２の部分シンボルになる。基本的に、工程３１３では工程３０３と同じ方法を行い、工程
３０３と同じ結果が得られるが、この工程では異なるデータ・レートとそれに対応する拡
散率が利用され、検討される。
【００８６】
　具体的には、工程３１３ではまず、可変データ・レート信号から構築された第２の数の
第２の部分シンボルの特性、好ましくは上記のＥＤ統計量を、Ｋが異なる第１の閾値に相
当する第３の閾値と比較して第３の比較結果を提供し、第３の閾値は第２の数すなわち新
しいＫに対応する。第３の比較結果が好適である場合は、３１７で拡散率８で第２のデー
タ・レートにおける可変データ・レート信号の処理を行うことが可能となる。工程３１３
で、第２の数の第２の部分シンボルの特性を、Ｋが異なる、上記の第２の閾値に相当する
第４の閾値と第２の比較をして第４の比較結果を提供し、第４の閾値は第２の数、すなわ
ち新しいＫに対応する。第４の比較結果が好適であり、拡散率が８より大きいことが示唆
される場合は、第２の部分シンボルを合成して、第２のデータ・レートより低い第３のデ
ータ・レートにおける第３の部分シンボルを提供することが工程３１９で行われ、その後
方法は工程３２３に進む。工程３０３と同様に、３１３におけるテストまたは比較も非決
定的あるいは非確定的である場合があり、その場合は工程３１５で、現在の拡散率で逆拡
散された別のブロックのチップを取り出し、３１３の工程を繰り返す。
【００８７】
　図３の方法では、第１の閾値、すなわち当該の拡散率における信号が存在するかどうか
を判定する閾値は、第１のシンボルの第１の数の予想平均値と、可変データ・レート信号
が第１のデータ・レートを含まない時の所定数の標準偏差を足した値に対応することが好
ましく、特性がこの閾値を超えると第１の比較結果は好適となり、所定数の標準偏差に対
応する信頼レベルで第１のデータ・レートが存在することが示唆あるいは確定される。第
２の閾値は、第１の部分シンボルの第１の数の予想平均から、可変データ・レート信号が
第１のデータ・レートを含む場合の所定数の標準偏差を引いた値に対応し、したがって、
特性がこの閾値より小さいと、第２の比較結果が好適であることになり、所定数の標準偏
差に対応する信頼度で第１のデータ・レートが存在しないことが示唆あるいは確定される
。
【００８８】
　工程３１９の後、工程３２３、３２７、３２５、および３２９では、８ではなく１６の
拡散率を使用して、それぞれ前の工程３１３、３１７、３１５、および３１９と同様の手
順を行う。この方法は、拡散率３２のシンボル３３１、ならびに拡散率６４、１２８、２
５６についてこれらの同様の手順を継続するか、またはある拡散率とそれに対応するデー
タ・レートが判定されるまでそれらの手順を継続する。図３の方法を記述する別の恐らく
はより単純な方法は、第１の判定ブロック３０３で開始し、各ブロック（２５６チップを
表す）、フロー・チャートを進んで判定ブロック３１３、３２３で、「次のブロック」３
０５、３１５、３２５または「停止の標示」３０７、３１７、３２７に到達するまで必要
なテストを行う。「次のブロック」に到達した場合は、そのブロックを処理し、検出統計
量と閾値を更新し、フロー・チャートの同じ判定ブロックに戻る。「停止の標示」に到達
した場合、その指示は、最後のデータ・レート判定を意味する。
【００８９】
　図４を参照すると、特性または判定統計量の混成手法を利用する、データ・レートまた
はそれに対応する拡散率を判定する方法４００が示される。判定ブロック４０３の最初の
テストは、上記のエネルギー検出（ＥＤ）統計量
【００９０】
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【数４０】

と、上記の閾値に依拠して、４またはそれより大きい拡散率で信号が存在するかどうか、
または任意で、４０７で拡散率が４より大きいかどうかの最初の判定を行う。このテスト
では、第１の数の部分シンボル３０１では非確定的になる可能性があり、その場合は、統
計量および閾値を更新して別のブロック４０５の部分シンボルを使用し、分析する。信号
が存在すると判定された場合は、その比較またはテストで拡散率が４より大きいことが示
されず、オプションのフローを選択しないのであれば、方法は４０９から工程３０３に進
む。方法工程３０３～３２３は、比較に使用される特性が部分シンボルの二乗線形合成で
あること、より具体的には判定ブロック３０３、３１３で上記の二乗シンボル差分（ＳＳ
Ｄ）の統計量を使用する、あるいは依拠することを除いては、上記で説明したように動作
し、
【００９１】

【数４１】

Ｓ（ｓ）（ｍ，ｎ，ｐ）は、ｍ番目のマルチパスのｎ番目のブロックのｐ番目のシンボル
を表し、ＳＦ＝２Ｓであり、閾値は、
　１．
【００９２】
【数４２】

統計量または特性がこの閾値を超える時は、信号がない（またはより高い拡散率がない）
場合を除外することができ、これを第１の閾値と称し、
　２．
【００９３】
【数４３】

統計量または閾値がこの閾値より小さいときは、信号が存在する場合を除外し、これを第
２の閾値と称する。
【００９４】
　図５を参照すると、可変データ・レート信号の未知のデータ・レートを判定する方法５
００が示される。この方法は、すぐ上で述べた二乗シンボル差分特性および閾値に完全に
依拠することに留意されたい。工程５０３、５０５、５０７、および５０９は、工程５０
３で使用または比較される特性が上記で計算されたＳＳＤ特性であり、これを上記の閾値
と比較する点を除いては、上記で図３を参照して述べた工程３０３、３０５、３０７、お
よび３０９と同じに動作する。さらに高い拡散率については図示していないこの手順の工
程に加えて、工程５１３～５３１も同様に上記の３１３～３３１と同じである。これらの
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プロセッサに渡されるデータの量は半分に減ることに留意されたい。さらに、方法が次の
ブロックに進むと、より低い拡散率のデータはもはや待ち行列に入れる必要がない。図示
しないが、チャネル推定と上記の対応する統計量および閾値を用いる同様の方法も、本明
細書に述べる原理と概念による可能な実施である。
【００９５】
　上記の３つの方法のシミュレーションでは、上記のアルゴリズムを使用してデータ量の
激減が見られた。図４の混成アルゴリズムは、ＥＤまたはＳＳＤ方法単独の場合に比べて
、より高い拡散率または低いデータ・レートにおけるデータ・レートの判定がより正確で
あり、また信号が存在しないことの検出もより優れている。これらの今後のパケットデー
タを利用したシステムで可能性の高いトラフィックの性質、すなわちそうしたトラフィッ
クのバースト性を考えると、大半のパケットは比較的低いデータ・レートにあり、限られ
たパケットが高いデータ・レートにあることが予測される。したがって、本発明が、デー
タ・レートの判定と、ひいては、計画すべき平均帯域幅に、大いに必要とされる改良を提
供することも明白である。
【００９６】
　上記の方法および装置と、本発明の原理および概念は、従来技術の無作為のデータ・レ
ート判定方法によって生じる問題を緩和することを目的とし、実際に緩和するものである
。本明細書で論じられ、開示され、説明される原理を使用することで、可変データ・レー
トの受信機の帯域幅要件と、したがってそのコストと複雑性は確実に激減する。
【００９７】
　この開示は、本発明の真の企図される公正な範囲と趣旨を制限するのではなく、本発明
による各種実施形態の作成と使用の方法を説明するものである。前述の説明は、網羅的な
ものでも、本発明を開示される通りの形態に限定するものでもない。上記の教示に鑑みて
変更形態または変形形態が可能である。実施形態は、本発明の原理とその実際的な適用の
最良の例証を提供し、当業者が、各種の実施形態で企図される特定の使用法に適した各種
の変更を加えて本発明を利用することを可能にするために選択され、記載したものである
。そのような変更形態と変形形態はすべて、本願の特許係属中に補正される可能性もある
特許請求の範囲と、それらが公正に、法的に、かつ正当に権利を与えられる範囲に従って
解釈される本発明のすべての均等物とによって定義される本発明の範囲内にある。
【図面の簡単な説明】
【００９８】
【図１】本発明による受信機の好ましい実施形態のブロック図。
【図２】図１の受信機を使用して受信することが可能な例示的可変データ・レート信号の
データ構造図。
【図３】本発明による可変データ・レート信号のデータ・レートを判定する代替方法の好
ましい実施形態の図。
【図４】本発明による可変データ・レート信号のデータ・レートを判定する代替方法の好
ましい実施形態の図。
【図５】本発明による可変データ・レート信号のデータ・レートを判定する代替方法の好
ましい実施形態の図。
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